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平成30年度 長井まちづくり基金助成金交付要綱 
 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、長井まちづくり基金管理運営規程（以下「規程」という。）第12条の規定

により、規程第5条に定めるまちづくり活動支援事業（以下「支援事業」という。）に要する

経費への助成金交付について、必要な事項を定めるものとする。 

 

 （助成対象事業の期間） 

第２条 規程第5条第1項に規定する支援事業の期間は、第6条による交付決定のあった日から、

平成31年3月31日までとする。 

 

 （助成対象経費と助成額等） 

第３条 規程第5条第2項に規定する助成対象、助成限度額その他の基準については別表第1に定

めるとおりとする。ただし、長井市が実施する助成制度等の補助を受けている支援事業は助成

対象としない。 

 

 （助成金交付申請） 

第４条 支援事業への助成を受けようとする者（以下「助成事業者」という。）は、交付申請書

（別記様式第1号）に次の各号に掲げる書類を添え一般財団法人置賜地域地場産業振興センタ

ー理事長（以下「理事長」という。）に提出しなければならない。 

(１) 事業計画書（別記様式第2号） 

(２) 収支予算書（別記様式第3号） 

(３) 支援事業が工事に属するものであるときは設計書、仕様書（着工、竣工予定年月日を明

記すること。）及び設計図面 

(４) 助成事業者が団体である場合は、その団体の当該年度の事業計画、収支予算書、運営管

理に係る規約、定款、会則等 

(５) 適宜支援事業を説明する資料 

(６) その他理事長が必要と認める書類 

２ 申請は一団体等につき一件のみの申請とし、複数の申請は認めない。 

３ 申請の期間は平成30年4月13日から平成30年5月18日午後5時までとする。 

 

 （申請事業の発表） 

第５条 規程第6条による長井まちづくり基金委員会（以下「委員会」という。）から出席の要

請があった助成事業者は、規程第8条に定める審査会に対し、支援事業の内容について発表に

よる説明を行なうものとし、その発表は一般に公開して行う。 

 

 （助成金の交付の決定） 

第６条 理事長は、第4条の規定による申請を受けたときは、委員会に諮り、当該申請に係る助

成金を交付すべきものと認めたときは、すみやかに助成金の交付の決定をするものとする。 

 

 （助成金の交付の条件） 

第７条 理事長は、助成金の交付の決定をする場合において、次に掲げる事項につき条件を付す

ものとする。 

(１) 支援事業に要する経費の配分の変更をしようとするとき、又は支援事業の内容の変更を

しようとするときは、変更交付申請書（別記様式第5号）を理事長に提出し、あらかじめ

承認を受けるべきこと。ただし、軽微な変更を除くものとする。 

(２) 支援事業を中止又は廃止しようとするときは、事業中止（廃止）申請書（別記様式第6

号）を理事長に提出し、あらかじめ承認を受けるべきこと。 

(３) 支援事業が予定の期間内に完了しない場合又は助成事業の遂行が困難となった場合にお

いては、すみやかに理事長に報告してその指示を受けるべきこと。 

２ 理事長は、前項に定めるもののほか、助成金の交付の目的を達成するために必要な条件を付
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することができる。 

 

 （決定の通知） 

第８条 理事長は、助成金の交付の決定をしたときは、すみやかにその決定の内容及びこれに付

した条件を交付（不交付）決定通知書（別記様式第4号）により助成事業者に通知するものと

する。 

 

 （基金の趣旨啓発） 

第９条 助成事業者は、支援事業の実施にあたり、事業のチラシ、団体の広報誌、看板等に長井

まちづくり基金の助成を受けていることを明記しなければならない。 

 

 （状況報告） 

第10条 理事長は必要がある場合において、助成事業者に対し支援事業の遂行状況に関する報告

を求めることができる。 

 

 （実績報告） 

第11条 助成事業者は、この要綱、支援事業の交付の決定の内容及びこれに付した条件、支援事

業の事業計画書等に従い事業を行い、支援事業が完了したとき（支援事業の廃止の承認を受け

たときを含む。）は、支援事業完了の日から起算して30日を経過した日又は平成31年4月11日

のいずれか早い日までに事業完了報告書（別記様式第1号）に次の各号に掲げる書類を添えて

理事長に報告しなければならない。 

(１) 事業実績書（別記様式第2号） 

(２) 収支精算書（別記様式第3号） 

(３) その他理事長が必要と認める書類 

２ 委員会から要請があった助成事業者は、一般に公開して行う支援事業の成果発表会において、

当該支援事業の成果を説明しなければならない。 

 

 （助成金の額の確定及び交付） 

第12条 理事長は、前条の報告を受けたときは、その内容の審査及び必要に応じて行う現地調査

等により、その報告に係る支援事業の成果が助成金の交付の決定の内容及びこれに付した条件

に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき助成金の額を

確定し、すみやかに当該助成事業者に助成金を支払うものとする。 

２ 理事長は、助成事業者から概算払請求書（様式7号）による請求があり、その理由が適正と

認められる場合には、概算払を行うことができるものとし、その金額は交付決定額の2分の1を

上限とする。 

 

 （決定の取消し等） 

第13条 理事長は、第7条第1項第2号による申請があったとき又は次の各号のいずれかに該当す

るときは、助成金の決定の内容の全部若しくは一部を取り消し、又は交付の決定の内容若しく

はこれに付した条件を変更することができる。 

(１) 助成事業者が助成金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令若しくは本要

綱又は理事長の処分若しくは指示に違反したとき 

(２) 助成事業者が助成金を支援事業以外の用途に使用したとき 

(３) 助成事業者が支援事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為をしたとき 

(４) 交付の決定の後生じた事情の変更等により、当該支援事業の全部又は一部を継続する必

要がなくなったとき 

 

 （助成金の返還） 

第14条 理事長は、前条の規定により助成金の交付の決定を取り消し又は変更した場合において、

助成事業の当該取り消し又は変更に係る部分に関し、すでに助成金が交付されているときは、

期限を定めてその返還を命ずるものとする。 
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 （助成事業の経理） 

第15条 助成事業者は、その事業の経理について当該支援事業以外の経理と明確に区分し、その

収支の状況を会計帳簿によって明らかにしておくとともに、その会計帳簿及び収支に関する証

拠書類を支援事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならな

い。 

 

 （財産処分の制限） 

第16条 助成事業者は、支援事業により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を理事長の

承認を受けないで、助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保

に供してはならない。ただし、助成事業者が助成金の全部に相当する金額を一般財団法人置賜

地域地場産業振興センターに納付した場合並びに助成金の目的及び当該財産の耐用年数を勘案

して理事長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。 

(１) 不動産及びその従物 

(２) 機械及び重要な器具で理事長が指定するもの 

(３) その他理事長が助成金の交付の目的を達成するために特に必要があると認めて定めるも

の 

 

 

   附 則 

 この要綱は平成３０年３月１６日から施行する。 

 

 


